
 

 

 

 

吸収分割に関する事前備置書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年６月９日 

 

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 

株式会社ミンカブソリューションサービシーズ  



2023 年６月９日 

 

 

吸収分割に係る事前開示事項 

 

東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号 

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 

代表取締役社⾧兼 CEO/CFO 瓜生 憲 

 

 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下「甲」といいます。）は、2023 年５月 30

日付で株式会社ミンカブソリューションサービシーズ（以下「乙」といいます。）と吸収分

割契約を締結し、2023 年７月 1 日を効力発生日として、甲のソリューション事業に関して

有する権利義務を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うこと

にいたしました。 

 会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条の規定に基づき開示する本吸収

分割に係る事項は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１．吸収分割契約の内容に関する事項（会社法第 782 条第 1 項） 

本吸収分割に係る吸収分割契約は、別紙 1 のとおりです。 

なお、乙においては会社法第 796 条第 1 項に定める略式分割となります。 

 

２．会社法第 758 条第 4 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法

施行規則第 183 条第 1 号） 

乙は甲の完全子会社であることから、本吸収分割による株式又はその他財産の割当て 

はありません。 

 

３．会社法第 758 条第 8 号に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 2 号） 

該当事項はありません。 

 

４．本吸収分割に際して吸収分割会社の新株予約権者に交付する新株予約権に関する事項

についての定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 3 号） 

該当事項はありません。 

 



５．吸収分割承継会社に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 4 号） 

乙は 2023 年 ４ 月 ３ 日に設立された会社であるため、最終事業年度が存在しませ

ん。乙の成立の日における貸借対照表等は次のとおりです。 

（1）成立の日における貸借対照表（同号イ） 

別紙 2 のとおりです。 

（2）臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容（同号ロ） 

該当事項はありません。 

（3）成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に 

重要な影響を与える事象の内容（同号ハ） 

該当事項はありません。 

 

６．吸収分割会社について、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担 

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社法 

施行規則第 183 条第 5 号イ） 

（1）メディア事業の吸収分割 

2023 年 4 月 1 日を効力発生日として、甲のメディア事業の株式会社ライブドアへの 

吸収分割を完了しております。 

（2）剰余金の配当 

甲は、2023 年 5 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり、剰余金の配当 

を行うことを決議し、同年 ６ 月 16 日に配当を実施の予定です。 

（i）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

甲の普通株式 1 株につき金 26 円 総額 389 百万 円 

（ii）剰余金の配当が効力を生じる予定の日 

2023 年 ６ 月 16 日 

 

７．吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割株式会社の債務及び吸収分割承継会 

社の債務（吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに 

限る。）の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6 号） 

（1）甲の 2023 年 3 月末日現在の貸借対照表における資産の額は、負債の額を十分に上 

回っており、また、本吸収分割の効力発生日以後における甲の資産の額は、負債の額 

を十分に上回る見込みです。また、本吸収分割の効力発生日以後において、甲が負担 

すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。 

以上の点、並びに甲の収益状況及びキャッシュ・フロー等に鑑みて、効力発生日以後 

における甲の債務の履行の見込みがあるものと判断しております。 

（2）乙の本吸収分割の効力発生日以後における資産の額は、負債の額を十分に上回る見込 

みです。また、本吸収分割の効力発生日以後において、乙が負担すべき債務の履行に 



支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。 

以上の点、並びに乙の収益状況及びキャッシュ・フロー等に鑑みて、効力発生日以後 

における乙の債務の履行の見込みがあるものと判断しております。 

 

以上 

 

 

 

別紙 1 吸収分割契約 

別紙 2 乙の成立の日における貸借対照表 

 

 

 

  



別紙１ 

 

吸収分割契約書 

 
















